
議案第21号 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正について 

 

  令和７年３月25日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   職員を派遣することができる公益的法人等の追加に伴い、所要の改正をし

ようとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

   一般社団法人岩手県畜産協会へ職員を派遣するため、当該法人に係る規定

を追加すること。（第２条第１項関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

令和７年４月１日から施行すること。 
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 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年 月 日 

岩手県人事委員会      

委員長 渡 辺 正 和 

岩手県人事委員会規則第 号 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（平成14年岩手県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（職員を派遣することができる公益的法人等） （職員を派遣することができる公益的法人等） 

第２条 条例第２条第１項第１号の人事委員会規則で定めるも

のは、次に掲げる法人とする。 

第２条 条例第２条第１項第１号の人事委員会規則で定めるも

のは、次に掲げる法人とする。 

 (１)～(17) ［略］  (１)～(17) ［略］ 

  (18) 一般社団法人岩手県畜産協会 

 (18) ［略］  (19) ［略］ 

 (19) ［略］  (20) ［略］ 

 (20) ［略］  (21) ［略］ 

  (22) 一般財団法人岩手県学校安全互助会 

  (23) 公益財団法人岩手県学校給食会 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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